
中長期ロードマップにおける東京電力の要員計画に関する記載について（報告）

平成２４年１２月 ４日

福島県原子力安全対策課

中長期ロードマップにおける“作業従事者登録数”について、事実と異なる記載がなされたこ

とに関して、県は資源エネルギー庁及び東京電力に対して厳重抗議を行い、事実関係を調査し、

速やかに回答するよう求め、調査結果の報告を受けました。

○判明した経緯

平成 24年 11月 5日、一部報道にて、「中長期ロードマップ」における「2012年 5月時点に

おいて福島第一原子力発電所に従事登録している作業員数は約 24,300 人となっており、要員

の不足は生じない見込みである。」との記載に対し実際には現時点で約 8,000 人の登録しかな

いことが判明しました。

直ちに、県は東京電力に事実関係の確認を行ったところ、次の説明を受けました。

【記載されている「約 24,300 人」とは、震災以降から今年 5 月時点までの累計であり、これ

までに従事者登録を解除した人数も含むもの。現在、実際の登録は約 8,000人である。】

○県の対応（厳重抗議）

廃炉作業人員の確保については、中長期ロードマップの信頼性に大きくかかわるものである

ことから、11 月 6 日に資源エネルギー庁と東京電力を呼んで厳重抗議を行い、次の項目に関

して速やかに報告するよう求めました。

(1)事実関係の把握の経緯

(2)事実関係を把握しながら、中長期ロードマップの訂正や公表を怠ってきた経緯・理由

(3)今後の廃炉作業の推進に向けた要員確保の取組方針

○調査結果報告書の受理

11 月 16 日、資源エネルギー庁及び東京電力より、別紙のとおり調査結果についての報告を

受理しました。

また、資源エネルギー庁より、当日付けで「中長期ロードマップ」における要員計画の記載

を訂正したとの報告を受けました。

なお、報告の受理に当たり、県は、国と東京電力に対して、次の 3点を求めました。

(1)今回のような事案は、中長期ロードマップの根幹にかかわるものであり、記述に疑義が生

じた時点で、しっかりと精査すること。

(2)ロードマップにおける数字や考え方、要員が安定的に確保できると判断する根拠について、

分かりやすく説明すること。

(3)廃炉工程に影響が出ないよう、作業員の被ばく管理の徹底を図りつつ、安定的な要員確保

の取組を強化すること。
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２４県安第２４４６号

平成２４年１１月６日

東京電力株式会社代表執行役社長 様

福島県生活環境部長

廃止措置等に向けた中長期ロードマップにおける

東京電力の要員計画に関する記載について（通知）

福島第一原子力発電所廃炉作業に係る要員を着実に確保することは、速やかな事故収束

のため極めて重要な問題であります。

しかしながら、１１月５日の一部報道によれば、本年７月に改定された中長期ロードマ

ップにおいて「２０１２年５月時点において福島第一原子力発電所に従事登録している作

業員数」は約２４，３００人とされていたところ、正確には約８，０００人であったとの

ことであります。これが事実とすれば、年間最大所要人員約１１，７００人を大きく下回

ることとなり、今後の廃炉作業の進捗に重大な影響が生じるおそれがあります。

つきましては、下記事項について、速やかに調査のうえ回答するよう求めます。

記

１ 事実関係の把握の経緯

２ 事実関係を把握しながら、中長期ロードマップの訂正や公表を怠ってきた経緯・理由

３ 今後の廃炉作業の推進に向けた要員確保の取組方針

（事務担当 原子力安全対策課 電話 024-521-1917）



２４県安第２４４６号

平成２４年１１月６日

経済産業省資源エネルギー庁長官 様

福島県生活環境部長

廃止措置等に向けた中長期ロードマップにおける

東京電力の要員計画に関する記載について（通知）

福島第一原子力発電所廃炉作業に係る要員を着実に確保することは、速やかな事故収束

のため極めて重要な問題であります。

しかしながら、１１月５日の一部報道によれば、本年７月に改定された中長期ロードマ

ップにおいて「２０１２年５月時点において福島第一原子力発電所に従事登録している作

業員数」は約２４，３００人とされていたところ、正確には約８，０００人であったとの

ことであります。これが事実とすれば、年間最大所要人員約１１，７００人を大きく下回

ることとなり、今後の廃炉作業の進捗に重大な影響が生じるおそれがあります。

つきましては、下記事項について、速やかに調査のうえ回答するよう求めます。

記

１ 事実関係の把握の経緯

２ 事実関係を把握していたとすれば、中長期ロードマップの訂正や公表を怠ってきた

経緯・理由

３ 今後の廃炉作業の推進に向けた要員確保の取組方針

（事務担当 原子力安全対策課 電話 024-521-1917）





















 

 

平成２４年１１月１６日 

資 源 エ ネ ル ギ ー 庁 

東京電力(株)福島第一原子力発電所１～４号機の廃止措置等に向けた 

中長期ロードマップを訂正しました 

 

 枝野経済産業大臣と長浜原子力発電所事故収束・再発防止担当大臣が共同議

長を務める政府・東京電力中長期対策会議が決定した、「東京電力(株)福島第

一原子力発電所１～４号機の廃止措置等に向けた中長期ロードマップ」（平成

２４年７月３０日）における要員計画の実現可能性の評価に係る記載中に表現

の誤り等がありましたので、別添のとおり訂正しました。 

関係者の皆さまに御迷惑をおかけしたこと、お詫び申し上げます。 

１．経緯 

１１月５日の一部報道及び福島県から政府・東京電力中長期対策会議が決定

した、「東京電力(株)福島第一原子力発電所１～４号機の廃止措置等に向けた

中長期ロードマップ」（以下、「中長期ロードマップ」という）に誤りがあると

のご指摘を頂きました。 

このたび、いただいた御指摘を踏まえ、事実関係を確認した結果、中長期ロ

ードマップにおいて、以下のとおり誤りがありましたので訂正いたします。 

２．訂正の概要 

中長期ロードマップにおいて、「２０１２年５月時点において福島第一原子

力発電所に従事登録している作業員数は約２４，３００人」と記載されていた

部分は、２０１１年３月から２０１２年５月末時点までに従事登録したことの

ある作業員数を累積ベースで積み上げたものであり、誤った表現であることを

確認しました。当庁としては、以上の確認内容を踏まえて、速やかに必要な訂

正を行うこととしました。 

また、累積作業員数に基づき要員確保の見通しを評価する場合には、これま

でに一定の線量を超えた作業員数を差し引くことが適切との考えのもと、再評

価した結果、要員の不足が生じない見込みであることは変わらないものと確認

しました。 

具体的には、本年５月までの１年余の間に従事登録されていた累積作業員数

（約２４，３００人）注のうち、線量限度１００mSv 超の作業員を除外するよ

りも更に保守的に、累積線量５０mSv を超える者（９７８人）注を差し引いた

約２３，３００人を、再度福島第一原子力発電所での作業に従事頂ける可能性

がある人員数と評価しました。その結果、２０１２年中の１年間の要員確保に

係る当初の計画（１１，７００人）を一定程度上回ることを確認しました。 



 

なお、短期的には、２０１２年７～９月の３ヶ月間の実績で、1 ヶ月間に 1

日でも作業に従事した作業員数（約５，５００～６，０００人）に対し、1ヶ

月間に 1日でも従事登録された作業員数（約８，０００人）が一定程度上回っ

ていることを確認しており、作業員不足の懸念は生じていないと考えています。 

注）現在、発災後の全作業員を対象に線量データを精査中のところ、協力会社の協力を得ながら確認

中の作業員が、まだ若干残っており、今後数値が変動する可能性があります。 
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  資源エネルギー庁電力・ガス事業部原子力政策課 
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       ０３－３５８０－３０５１（直通） 



（参考） 
 

 

○東京電力（株）福島第一原子力発電所１～４号機の廃止措置等に向けた中長期ロードマップ（平成２４年７月３０日 原子力災害対策本

部 政府・東京電力中長期対策会議） （傍線部分は改正部分） 

正（訂正後） 現行 

６－２．中長期の取組に向けた東京電力の要員計画 

（１）要員計画とその実現可能性 

今後５*年間に計画している作業に対して、必要人員と総被ばく線量について

想定を行い、要員計画の実現可能性について確認を行った。 

＊：作業内容の見通しの精度や線量管理上 100mSv/5年の制限があること等を考

慮し要員計画の想定期間を５年間とした。 

① 必要作業員数と想定被ばく線量 

100mSv/5年を考慮し、一部の線量の高い作業*を除き作業員一人当たりの年間

の想定被ばく線量を 20mSv 以下とした場合、想定される必要作業員数は以下の

通り。 

＊：滞留水処理施設の信頼性向上・ループ縮小等は 40mSvを想定 

 

（ 図省略） 

 

ステップ１、２における実績人数は約 14,100人であり、今後も少なくともそ

れ以上の人数は確保できる見込みである。現在想定している今後５年間に必要

となる作業員数（最大：１年目 約 11,700人）はその値を下回っており、要員

の不足による現場作業への支障は生じない見込みである。 

2012年 1月以降、作業員数の確保状況と地元雇用率を毎月確認しており、こ

れまで要員の不足による現場作業への支障は生じていない。なお、一人当たり

の被ばく線量を抑えるため、多くの作業員が投入されており、2012 年の最終的

な実績は、要員計画（約 11,700人）よりも多くなる見込みであるが、2011年 3

月 11 日から 2012 年５月末までに時点において福島第一原子力発電所に従事登

録したことのある累積している作業員数は約 24,300人(注)となっており、一定の

線量を超える者（50mSv 超、978 人注）を差し引いても要員の不足は生じない見

込みである。 

（以下略） 

 
（注）平成 24 年 11 月現在、発災後の全作業員を対象に線量データを精査中のところ、協力会社の

協力を得ながら確認中の作業員が、まだ若干残っており、今後数値が変動する可能性あり。 

 

６－２．中長期の取組に向けた東京電力の要員計画 

（１）要員計画とその実現可能性 

今後５*年間に計画している作業に対して、必要人員と総被ばく線量について

想定を行い、要員計画の実現可能性について確認を行った。 

＊：作業内容の見通しの精度や線量管理上 100mSv/5年の制限があること等を考

慮し要員計画の想定期間を５年間とした。 

① 必要作業員数と想定被ばく線量 

100mSv/5年を考慮し、一部の線量の高い作業*を除き作業員一人当たりの年間

の想定被ばく線量を 20mSv 以下とした場合、想定される必要作業員数は以下の

通り。 

＊：滞留水処理施設の信頼性向上・ループ縮小等は 40mSvを想定 

 

（ 図省略） 

 

ステップ１、２における実績人数は約 14,100人であり、今後も少なくともそ

れ以上の人数は確保できる見込みである。現在想定している今後５年間に必要

となる作業員数（最大：１年目 約 11,700人）はその値を下回っており、要員

の不足による現場作業への支障は生じない見込みである。 

2012年 1月以降、作業員数の確保状況と地元雇用率を毎月確認しており、こ

れまで要員の不足による現場作業への支障は生じていない。なお、一人当たり

の被ばく線量を抑えるため、多くの作業員が投入されており、2012 年の最終的

な実績は、要員計画（約 11,700人）よりも多くなる見込みであるが、2012年５

月時点において福島第一原子力発電所に従事登録している作業員数は約 24,300

人となっており、要員の不足は生じない見込みである。 

 

（以下略） 

 

 

 

 




